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【災害対策基本法に基づく道路区間指定について】
緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法第７６条の６第１項
の規定に基づき下記区間を指定し、通行の支障となる車両等について
は移動等の作業を行います。

路線名 指定区間（上下） 指定時間

国道８号

たや

富山県富山市手屋地先 雄峰大橋西詰
～ なかじま

富山県富山市中島地先 中島大橋東詰
１月８日２２時００分

【道路状況】
・異常降雪により渋滞が発生中
・迂回路：国道４１号及び
主要地方道富山港線



位置図（指定区間）

災対法 区間指定

国道８号 Ｌ＝４．６ｋｍ

【起点】富山県富山市手屋（たや）

（雄峰大橋西詰）

【終点】富山県富山市中島（なかじま）

（中島大橋東詰）

至 新潟

至 石川

250.2k
p

245.6kp


